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2020-24                                                         2020（様式９） 

業種 

（番号

記入） 

1 

1 製造業 2 建設業 

3 卸売業 4 小売業 

5 飲食業･6 サービ

ス業 7 その他 

主な取扱 

商品･製

品等 

製造小売：梁・糸を使わない 1 枚の布地で作るドレス。 

資本

金 
万円 

年間 

売上高 
創業準備 

従業 

員数 

常時雇用     0 名 パート    0 名 

役員(法人)   0 名 専従者    0 名 

指 導 日 主 な 指 導 項 目 

1 月 6 日（水） 事業計画書の書き方について 

 2 月 24 日（水） 集客のためのマーケティン活動全般について 

 3 月 2 日（火） アライアンス先の紹介について 

指導 

分類 
（番号 

記入） 

１ ２ ４ 

1 経営全般 2 創業 3 事業承継 4 事業計画 5 資金 6 法律・特許等 7 税務 8 労務 9 販路・取

引 10 開発・技術 11 ＩＴ・情報化 12 生産・品質管理 13 店舗・不動産 14 記帳 15 倒産防止 

16 その他（          ） 

相談 

内容 

この度、これまでボランティアで業を提供してきたが、娘さんの協力もあり、本気の事業として取り組む準備を開始

した。経営者は高齢者のため、娘といっしょに創業する。同社には「針や糸を使わないで縫製する特許」があり、こ

れを活用した事業展開について、全般的な助言をすることとなった。 

相
談
時
双
厬
厳
召
課
題
呍
問
題
点
等 

・経営方針が明確でない。 

・経営目的や経営目標が定まっていない。 

・経営環境（事業機会、競合状況等）を的確に把握していない。 

・自社の強み、並びに弱みを的確に把握していない。 

・市場の動向（事業機会や脅威）や、顧客ニーズの理解が乏しい。 

・マーケティングを理解していない。 

・事業計画書の書き方がわかっていない。 

・収支の考え方、税務上の仕訳等、数字に弱い。 

・各種販路開拓のツールや媒体の活用方法がわかっていない。 
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指導概要（指導日毎） 

■1 月 6 日（水）事業計画書の書き方について 

＝＝以下、レジュメより抜粋＝＝ 

例：計画書の全体概要等 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
例：顧客ニーズの把握と整理の仕方 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
例：儲けの構造 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■2 月 24 日（水）集客のためのマーケティン活動全般について 

 事前に用意したレジュメを使い、マーケティング活動を全般的に説明し、理解を促した。以下は、「マーケティング活動の進

め方」と題するレジュメからの抜粋である。 

＝＝以下、テキストより抜粋＝＝ 
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■3 月 2 日（火）アライアンス先の紹介について 

 前回までの状況を踏まえ、同社のノウハウを活用したいとする事業者が存在しないか、当方の方で、いくつか事前に電話

で接触を試みた。結果、以下の 2 事業者が、同社の特許ノウハウに関心を持ち、事業化につき、アライアンスしたいとのこ

とになった。そこで、今回支援では、この 2 社に「○○市商工会」に来訪いただき、同社の特許ノウハウの主旨の説明、さら

には、どのような事業化が可能かについて、共有の場を設けることとした。 

＝＝2 事業者の紹介先＝＝ 

・Ａ社 

 藍染めや草木染で衣料品を企画、デザイン、製造（縫製）、販売までしているメーカー 

・Ｂ社 

 海外原住民の雑貨や蜂蜜等を国内に輸入販売している雑貨卸。 

＝＝以上＝＝ 

同社 2 社を迎えての議論の場を設けたことで、以下の成果が得られた。 

・Ａ社 

 トップスを、まず 1 点、同社の特許ノウハウを活かし、商品化することに。 

（同社は特許料を定額＋歩合制で受け取ることに） 

・Ｂ社 

 ワンピースをまず 1 点、同社に委託し、年間限定数の製造販売で取組むことに。 

 （同社はライセンス料を加味した値付けで、卸売販売） 
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今後の課題・専門家の意見、総括等 

以下は、支援当日最後に助言した内容である。 

・ライセンス契約に関しては、○○市ワンストップ事業を活用し、弁護士の助言のもと、進めるように助言 

・衣料の製造販売については、月あたり 10 点が限界とのことで、余力を見て 8 点で契約するように助言 

・特異な技術のため、娘さんへの早期の継承が必要。つまり、常々OJT にて技術を学ぶ体制で事業を進める旨。 

・また、特異な技術の継承者の手数の不足が想定されるため、「弟子を取る」という発想も現実的である。副業に取組みた

いとする地域在住の主婦などが良い。○○市商工会で行われる副業セミナーの参加者からマッチング可能か、探るように

◇◇経営指導員に助言。 

 


